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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　嗅覚刺激物を用いて被験者の生体状態を診断するための図形情報を生成する方法であっ
て、
　芳香分子が、極性の高低及び帯電状態に応じて第１分類ないし第Ｍ分類（Ｍは予め定め
られた２以上の整数）に分類された状況下、
　嗅覚刺激物を構成し得る各芳香成分を、前記芳香分子からなる群として第１分類ないし
第Ｎ分類（Ｎは予め定められた２以上且つＭ以下の整数）に分類する第一ステップと、
　第１分類ないし第Ｎ分類の夫々と、当該夫々に分類された芳香成分が生体状態へ与える
一又は複数の作用と、を対応付ける第二ステップと、
　第１分類に分類された芳香成分を主成分とする第１嗅覚刺激物ないし第Ｎ分類に分類さ
れた芳香成分を主成分とする第Ｎ嗅覚刺激物からなる少なくともＮ種類の嗅覚刺激物を対
象として、当該Ｎ種類の嗅覚刺激物の夫々について被験者に与える嗅覚刺激に対する不快
度数の判定付けを行う第三ステップと、
　前記判定付けにおける不快度数が相対的に高い種類の嗅覚刺激物においては、当該種類
の嗅覚刺激物における主成分に係る分類と、当該分類に対応付けられた前記一又は複数の
作用と、の相関係数を相対的に低く割り当てる又は相対的に高く割り当てる第四ステップ
と、
　第１分類ないし第Ｎ分類の夫々に対して、前記相関係数に基づく被験者の生体状態を図
示するための図形情報を生成する第五ステップと
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を含む
ことを特徴とする、生体情報生成方法。
【請求項２】
　請求項１記載の生体情報生成方法を計算機に実行させるためのプログラムであって、
　計算機に、
　前記Ｎ種類の嗅覚刺激物の夫々について被験者に与える嗅覚刺激に対する不快度数の判
定結果を入力するステップと、
　前記入力された判定結果における不快度数が相対的に高い種類の嗅覚刺激物においては
、当該種類の嗅覚刺激物における主成分に係る分類と、当該分類に対応付けられた前記一
又は複数の作用と、の相関係数を相対的に低く割り当てる又は相対的に高く割り当てるス
テップと、
　第１分類ないし第Ｎ分類の夫々に対して、前記相関係数に基づく被験者の生体状態を図
示するための図形情報を生成するステップと
を実行させるためのプログラム。
【請求項３】
　請求項１記載の生体情報生成方法を実行する装置であって、
　前記Ｎ種類の嗅覚刺激物の夫々について被験者に与える嗅覚刺激に対する不快度数の判
定結果を入力可能な情報入力手段と、
　前記入力された判定結果における不快度数が相対的に高い種類の嗅覚刺激物においては
、当該種類の嗅覚刺激物における主成分に係る分類と、当該分類に対応付けられた前記一
又は複数の作用と、の相関係数を相対的に低く割り当てる又は相対的に高く割り当てる相
関係数割当手段と、
　第１分類ないし第Ｎ分類の夫々に対して、前記相関係数に基づく被験者の生体状態を図
示するための図形情報を生成する図形情報生成手段と
を備える装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、嗅覚刺激物による生体情報生成方法、生体情報生成プログラム及び生体情報
生成装置に関する
【背景技術】
【０００２】
　昨今、匂いとヒトの生体状態（精神や肉体の状態）との相関関係が着目されている。例
えば、レモングラスの匂いには精神安定作用があるとされており、このような匂いの有す
る効能を体系的に理解し、植物の匂いで体質改善すること等を目的としたアロマテラピー
といった分野に、高い人気がある。
【０００３】
　ここで、このような匂いとヒトの生体状態との相関関係は、上記体質改善等とは異なる
手段としても利用可能である。例えば、特許文献１では、ヒトの生体状態を探るためのツ
ールとして匂いを用いた技術が開示されている。具体的には、匂いに対するヒトの潜在意
識応答を評価する方法および芳香刺激に対する被験者の潜在意識応答を評価する方法が開
示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２００８－５２８１２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このように、特許文献１に係るデータ取得方法を用いることで、匂いという身近な情報
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を基にヒトの潜在意識を探ることが出来るが、特許文献１に係るデータ取得方法では、被
験者の個々のエネルギー場を生物物理構造として示す被験者のバイオフィールドを評価す
るステップ（例えば、カメラを使用して、被験者の少なくとも１つの指先からのコロナ放
電のイメージを捕捉するステップ）が必須となるため、工程が複雑であり、専用の測定器
が必要になる。
【０００６】
　そこで、本発明は、匂いに対するヒトの応答を利用して、簡易に生体状態に係る情報（
生体情報）を取得することが可能な、生体情報生成方法、生体情報生成プログラム及び生
体情報生成装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者は、上記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた。その結果、嗅覚刺激物を構成す
る芳香分子を、その極性状態や、帯電状態により分類すると共に、当該分類毎に生体への
作用を対応付け、当該分類及びその作用に基づいてヒトの匂いに対する応答を適切にデー
タ化することで、被験者の生体状態の概要を理解するための情報（特には図形情報）を生
成できることを見出し、本発明を完成させた。即ち、本発明は下記の通りである。
【０００８】
　本発明は、
　嗅覚刺激物を用いて被験者の生体状態を診断するための図形情報を生成する方法であっ
て、
　芳香分子が、極性の高低及び帯電状態に応じて第１分類ないし第Ｍ分類（Ｍは予め定め
られた２以上の整数）に分類された状況下、
　嗅覚刺激物を構成し得る各芳香成分について、前記芳香分子からなる群として第１分類
ないし第Ｎ分類（Ｎは予め定められた２以上且つＭ以下の整数）に分類する第一ステップ
と、
　第１分類ないし第Ｎ分類の夫々と、当該夫々に分類された芳香成分が生体状態へ与える
一又は複数の作用と、を対応付ける第二ステップと、
　第１分類に分類された芳香成分を主成分とする第１嗅覚刺激物ないし第Ｎ分類に分類さ
れた芳香成分を主成分とする第Ｎ嗅覚刺激物からなる少なくともＮ種類の嗅覚刺激物を対
象として、当該Ｎ種類の嗅覚刺激物の夫々について被験者に与える嗅覚刺激に対する不快
度数の判定付けを行う第三ステップと、
　前記判定付けにおける不快度数が相対的に高い種類の嗅覚刺激物においては、当該種類
の嗅覚刺激物における主成分に係る分類と、当該分類に対応付けられた前記一又は複数の
作用と、の相関係数を相対的に低く割り当てる又は相対的に高く割り当てる第四ステップ
と、
　第１分類ないし第Ｎ分類の夫々に対して、前記相関係数に基づく被験者の生体状態を図
示するための図形情報を生成する第五ステップと
を含む
生体情報生成方法である。
　また、本発明は、
　前記生体情報生成方法を計算機に実行させるためのプログラムであって、
　計算機に、
　前記Ｎ種類の嗅覚刺激物の夫々について被験者に与える嗅覚刺激に対する不快度数の判
定結果を入力するステップと、
　前記入力された判定結果における不快度数が相対的に高い種類の嗅覚刺激物においては
、当該種類の嗅覚刺激物における主成分に係る分類と、当該分類に対応付けられた前記一
又は複数の作用と、の相関係数を相対的に低く割り当てる又は相対的に高く割り当てるス
テップと、
　第１分類ないし第Ｎ分類の夫々に対して、前記相関係数に基づく被験者の生体状態を図
示するための図形情報を生成するステップと
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を実行させるためのプログラムである。
　更に、本発明は、
　前記生体情報生成方法を実行する装置であって、
　前記Ｎ種類の嗅覚刺激物の夫々について被験者に与える嗅覚刺激に対する不快度数の判
定結果を入力可能な情報入力手段と、
　前記入力された判定結果における不快度数が相対的に高い種類の嗅覚刺激物においては
、当該種類の嗅覚刺激物における主成分に係る分類と、当該分類に対応付けられた前記一
又は複数の作用と、の相関係数を相対的に低く割り当てる又は相対的に高く割り当てる相
関係数割当手段と、
　第１分類ないし第Ｎ分類の夫々に対して、前記相関係数に基づく被験者の生体状態を図
示するための図形情報を生成する図形情報生成手段と
を備える装置である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、匂いに対するヒトの応答を利用して、簡易に生体状態に係る情報（生
体情報）を取得することが可能な、生体情報生成方法、生体情報生成プログラム及び生体
情報生成装置を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本実施形態における、芳香分子の分類方法に係る概念図である。
【図２】本実施形態における、生体状態を図示するための図形情報の一例である。
【図３】本実施形態における、端末Ｔ１０に係る機能ブロック図である。
【図４】本実施形態の第１形態における、端末Ｔ１０が実行するプログラムに係るフロー
チャートである。
【図５】本実施形態における、おすすめ商品導出処理に係るフローチャートである。
【図６】本実施形態における、通信端末Ｔ１００に係る機能ブロック図である。
【図７】本実施形態における、ｗｅｂサーバＶ１００に係る機能ブロック図である。
【図８】本実施形態における、通信端末Ｔ１００及びｗｅｂサーバＶ１００に係るシステ
ムフローである。
【図９】本実施例における、生体状態を図示するための図形情報の一例である。
【図１０】本実施例における、生体状態を図示するための図形情報の一例である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明は、生体情報生成方法、生体情報生成プログラム及び生体情報生成装置を含む。
以下、本発明における、匂いと生体状態との関連性に係る理論を説明した後に、上記生体
情報生成方法、生体情報生成プログラム及び生体情報生成装置の好適な実施の形態につい
て夫々詳細に説明する。ここで、以下の実施形態は、あくまで一例であり、以下の態様に
限定されるものではない。更に、以下の実施形態において示す具体的一例としての情報は
、あくまで一例であり、以下の実施形態の趣旨を大きく逸脱しない限りにおいては、適宜
変更してもよいものであると理解すべきである。また、一つの項目（例えば、生体情報生
成方法）に関する構成は、その他の項目（例えば、生体情報生成プログラム）に適用して
もよい。また、本発明に係る生体情報生成方法は、その少なくとも一部を、プログラムに
よって行うものであってもよく、装置に内蔵された回路によって行うものであってもよい
。
【００１２】
≪匂いと生体状態との関連性に係る理論≫
　はじめに、本発明における、匂いと生体状態との関連性に係る理論を説明する。
【００１３】
　匂いは、特定の分子がヒトの嗅覚を刺激した際に感じられるものである（本形態におい
ては、ヒトの嗅覚を刺激する分子を芳香分子とし、特に当該芳香分子を含有する物質のこ
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とを嗅覚刺激物とする）。嗅覚は他の五感と脳への伝わり方が異なり、嗅細胞は、感覚細
胞であると同時に脳自体から発生した、外界に最も近いところに存在する。尚、匂い情報
は嗅球（脳の一部）では一層の処理しか行われないので、匂いの認知の処理を行うことも
なく情動を司る部位に送られると考えられる。このことにより、生体は匂いが何であるか
わからないまま、本能的に快不快の情動に駆られることとなる（即ち、匂いは、ヒトの快
不快の情動と深く結びついているのである）。このような、匂いとヒトの快不快の本能的
な情動との関連性に関して、特定の匂いがヒトの生体にも働きかけ、一定の効能を発揮す
ることが知られている（例えば、レモングラスの匂いには、消化促進があるとされている
）。
【００１４】
　ここで、本発明者は、生体状態によって、ヒトが受ける匂いの印象が異なる（例えば、
同じ匂いでも空腹時と満腹時では異なる印象を受ける）ということに着目し、ある匂いを
嗅いだときに、その匂いが良い匂いと感じた時には、その匂いの有する性質への欲求が高
まっているのではないか、と推論した（大まかな例としては、疲労回復効果を有する匂い
を良い匂いと判断した場合には、疲労がたまっていると判断される、等である）。つまり
、特定の性質が結び付けられた匂いを嗅いだ際に、ヒトがどのように応答するかを調査す
ることにより、ヒトの生体状態を知ることが出来ると考えた。
【００１５】
　尚、匂いの性質（作用）は、芳香分子の分子としての特徴（例えば構造的特徴や性質的
特徴）によって特定されるものであることから、芳香分子をその特徴に基づいて予め複数
種類に分類し、当該分類毎に、匂いの性質を対応付けることが可能である。
【００１６】
　以上より、本発明者は、芳香分子の分子としての特徴と、当該芳香分子に対するヒトの
応答によって、ヒトの生体の情報（ヒトの生体が何を欲しているか）を知ることが可能で
ある、と仮定した。
【００１７】
　本発明者は、芳香分子の作用と、芳香分子の分子としての特徴とを相互に考慮しながら
、学術書や多くの統計を基に研究を重ねた結果、芳香分子の分子としての特徴を分類する
方法として、分子の極性の高低及び分子の帯電状態（プラスであるかマイナスであるか）
という２軸によって分類する方法が例示可能であり、当該分類は、分類毎に生体への特徴
的な作用を有することを認識した。
【００１８】
　尚、分子の帯電状態とは、特には分子が拡散した際（即ち、ヒトの嗅覚を刺激する時点
）の分子の帯電状態を主に示し、下記方法によって測定されるものである。即ち、内部で
芳香液体（精油、対象物、芳香水）を脱脂綿の房により毛細管的に吸い上げることで超音
波ヘッドと結びついている超微細化されたエアロゾルを発生させる機器、イオン補足器（
前記の機器が円錐状に発生させた芳香エアロゾルにむかってこの補足器の開口部があり、
またこの開口部に相対した形で宙づり式にイオン電極がこの補足器の内側に配置されてい
る箱からなる）を含んでおり、またその電極は、シールディングされたケーブルによって
微弱電流を測定する機器（キートレー型電流計）に接続されており、またこの機器は設置
アースされている。この機器が作動状態にあるときには、エアロゾルが形成されると間を
おくことなく、微粒子が放出され、あるいはそれが電極状に集まってくる（接地アースを
介して）。電流が生じ、ポテンシャルの差異が正確に評価される。すると、ただちにそれ
がマイナスであるかプラスかということが認識され、粒子がもたらした電荷の値がすぐに
測定される。
【００１９】
　本分類方法においては、分子の極性の高低及び帯電状態によって、各種芳香成分類が表
１のように分類される。以降、本形態においては、分子の極性の高低及び帯電状態によっ
て芳香分子を分類した際には、表１のように、エステル類等が主に属している分類（表１
における第一象限）を第１分類、ケトン類等が主に属している分類（表１における第二象
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分類、モノテルペン炭化水素類等が主に属している分類（表１における第四象限）を第４
分類と呼称する。表１では、本分類方法に該当する芳香分子の一例を示しているが、これ
以外の芳香分子も当該分類のいずれかに分類可能である。また、一つの分子（例えばセス
キテルペン炭化水素類）が二つの象限（第１分類及び第４分類）に跨って存在しているの
は、より具体的な化合物として見た際）には、その構造的特徴（分子の極性の高低や帯電
状態）及びその性質が異なる場合もあるためである。尚、表２は、表１に記載された芳香
分子の一般的に知られた効能の一部を示したものである。
【００２０】
【表１】

【００２１】
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【表２】

【００２２】
　本理論は、これらの芳香分子に対するヒトの応答、特にはその匂いに対する快不快（好
き嫌い）の情報が、ヒトの生体状態と対応するものである｛即ち、芳香成分（芳香分子）
が判明している嗅覚刺激物が、どの程度快又は不快であるかを把握することで、ヒトの生
体状態を把握可能である｝との認識に基づく。当該認識に基づき、表１、表２及び統計的
なデータなどを用いて、第１分類に係る芳香分子、第２分類に係る芳香分子、第３分類に
係る芳香分子、第４分類に係る芳香分子の夫々に関して、ヒトの生体状態との応答を調査
したところ、実際に下記の性質を確認した。
【００２３】
　第１分類に係る芳香成分（エステル類が属する芳香成分類）が良い匂いと感じられた場
合、その成分類の特徴でもある神経バランス回復作用を求めている事より、神経のバラン
スを崩しやすい、神経系の疾患や落ち着き無い状態である事が考えられる。逆に第１分類
に係る芳香成分類を不快な匂いと感じられた場合、神経バランス回復を求めていない事か
ら冷静で落ち着いた状態と捉える事が出来る反面、考えすぎる、悩む傾向があると考える
事もできる。
【００２４】
　第２分類に係る芳香成分（テルペン系アルデヒド類等が属する芳香成分類）が良い匂い
と感じられた場合、その成分類の特徴である消化促進作用を求めている事より、消化器系
の働きが悪いことによって傷や風邪などの回復が遅かったり、胃などの不調からくる肩こ
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りが起こりやすいと考えられる。逆に第２分類に係る芳香成分が不快な匂いと感じられた
場合、消化促進を求めていない事から食べ過ぎや、消化促進に重要な水分が過多である可
能性、そこから冷えやすいむくみやすい事が考えられ、行動がゆっくりになったり腰が重
かったりする事が考えられる。
【００２５】
　第３分類に係る芳香成分（テルペン系アルコール類等が属する芳香成分類）が良い匂い
と感じられた場合、その成分類の特徴である神経強壮作用を求めている事により、気分が
高揚しにくい、やる気が出ない状態が考えられる。逆に第３分類に係る芳香成分が不快な
匂いと感じられた場合、神経強壮を求めていない事から気が高まっている、やる気がある
、神経が不安定な状態が考えられる。
【００２６】
　第４分類に係る芳香成分（モノテルペン炭化水素類等が属する芳香成分類）が良い匂い
と感じられた場合、その成分類の特徴である鬱滞除去作用を求めている事により、体から
余分な水分を排出する機能が弱い事が考えられ、むくみ、慢性疲労、冷え、疲れやすいな
どの症状が起こると考える。逆に第４分類に係る芳香成分が不快な匂いと感じられた場合
、鬱滞除去を求めていない事から代謝が高い事が考えられ、活発で活動的である事が考え
られる。
【００２７】
　ここで、ある嗅覚刺激物に含まれる芳香分子の量は定量的に測定可能である。即ち、あ
る嗅覚刺激物が、第１分類、第２分類、第３分類、第４分類に分類されている芳香分子を
、夫々どの程度有しているか、は定量的に測定可能である。
【００２８】
　本理論においては、嗅覚刺激物中、どの分類に分類された芳香成分を主成分とするかは
、当該嗅覚刺激物中の、各分類に属する芳香分子の量を測定し、当該分類毎にその芳香分
子の量を比較し決定すればよい。尚、芳香成分とは、芳香分子からなる群を示し、分類さ
れた芳香成分（ある分類に係る芳香成分）とは、ある分類（本理論では、第１分類、第２
分類、第３分類、第４分類）に属する芳香分子からなる群を示す。例えば、嗅覚刺激物中
を構成する芳香分子がフェノール類及びカルボン酸類である場合、嗅覚刺激物中の第１分
類に分類された芳香分子からなる群とは、第１分類に属する全ての芳香分子（例えば、フ
ェノール類及びカルボン酸類）をまとめたものである（従って、例えば第１分類に係る成
分の量とは、フェノール類の量とカルボン酸類の量との合算値となる）。また、分類され
た芳香成分が嗅覚刺激物の主成分であるとは、当該芳香成分が、嗅覚刺激物の匂いを構成
し得る量（即ち、ヒトが嗅覚刺激物の匂いを嗅いだ際に、意識的又は無意識的に識別可能
な量）であることを示す｛ただし、ある分類に分類された成分の実質的な量（即ち、当該
ある分類に分類された芳香分子の実質的な総量）のみによって決定されてもよい（例えば
、全芳香分子中、５０質量％以上含むことを示す、等であってもよい）｝。従って、嗅覚
刺激物において、分類された複数の芳香成分が、同時に主成分となることも考えられる。
この場合、嗅覚刺激物は、分類された複数の芳香成分の夫々を主成分とするものとしても
よいし、当該嗅覚刺激物を構成する分類された芳香成分の中で、匂いへの影響が最も高い
（又は、最も含有量が高い）、分類された芳香成分のみを主成分としてもよいし（即ち、
第１分類、第２分類、第３分類、第４分類のいずれか一つに分類された芳香成分のみを有
するものと見なしてもよい）。例えば、ある嗅覚刺激物を構成する芳香成分に関して、第
１分類に係る芳香成分が、質量換算にて、全芳香分子中の５０％を占め、第３分類に係る
芳香成分も全芳香分子中の５０％を占める場合、第３分類に係る芳香成分のみ（又は第３
分類に係る芳香成分のみ）を参照するものとしてもよいし、第１分類に係る芳香成分と第
３分類に係る芳香成分とを、匂いに対する影響によって重みづけをしてもよい（又は、単
純に質量比で重みづけを行ってもよい）。尚、嗅覚刺激物を構成する芳香成分の主成分が
、ある分類に係る芳香成分のみである（又はそのように見なす）場合、後述の図形情報形
成方法等におけるデータの処理や、診断等を行い易くなる点で有利である。
【００２９】
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　尚、本理論においては、嗅覚刺激物として天然成分からなる精油を使用することが好適
である。当該天然成分からなる精油は、芳香分子の含有率が分析されているため、生体状
態の推測が容易となる。他方、人工香料、成分の添加や除去を行っている精油は人工物に
対して嗅覚が拒否反応を起こす可能性があり、正しい生体状態の推測ができなくなる可能
性がある。本理論において使用される天然成分からなる精油の例としては、アカマツ・ヨ
ーロッパ（Pinus sylvestris）、パルマローザ（Cymbopogon martini）、レモングラス（
Cymbopogon citratus）、セージ（Salvia officinalis）、カモマイル・ローマン（Chama
emelum  nobile）、ペパーミント（Mentha×piperita）、ラベンダー・スピカ（Lavandul
a spica）、ローズマリー（Rosmarinus officinalis）、ウィンターグリーン（Gaultheri
a procumbens）、プチグレン（Citrus aurantium、ユーカリ・レモン（Eucalyptus citri
odora）、ラベンダー・アングスティフォリア（Lavandula angustifolia）、イランイラ
ン（Cananga odorata）、ゼラニウム（Pelargonium asperum）、マンダリン（Citrus ret
iculata）、ローズウッド（Aniba rosaeodora）、バジル（Ocimum basilicum）、フェン
ネル（Foeniculum vulgare）、オレガノ（Origanum compactum）、サイプレス（Cupressu
s sempervirens）、オレンジスィート（Citrus sinensis）、ラヴィンツァラ（Cinnamomu
m camphora）、ローレル（Laurus nobilis）、ユーカリ・ラディアタ（Eucalyptus radia
ta）等の公知の天然成分が挙げられる。
【００３０】
≪生体情報生成方法≫
　次に、本形態に係る生体情報生成方法について説明する。尚、本形態（生体情報生成方
法、後述の生体情報生成プログラム及び後述の生体情報生成装置）においては、当該嗅覚
刺激物の種類、当該芳香分子の種類、当該芳香分子の分類方法及び当該夫々に分類された
芳香分子が生体状態へ与える作用は、前記匂いと生体状態との関連性に係る理論にて例示
されたものとする。即ち、本形態においては、芳香分子を２つの特徴（芳香分子の極性の
高低及び当該芳香分子の帯電状態）に基づいて第１～４分類に分類されるものとするが、
これには何ら限定されない。例えば、芳香分子の分類として、極性の高低のみ又は帯電状
態のみで分類してもよい。更には、芳香分子の分類方法（更には、当該分類と生体への作
用との対応付け）は様々考えられるものであり、芳香分子の分類と生体への作用とが対応
付けられていれば、どのようなものであっても、本発明に基づく生体情報の作成方法に適
用させることが可能である。例えば、本例では、芳香分子の分類として２軸に基づく分類
の場合を述べるが、１軸に基づく分類や、３軸以上の軸に基づく分類であってもよい（こ
のように、分類の軸の数を変更することにより、芳香分子の分類数を２以上の任意の数と
することが出来る）。また、芳香分子の分類数と、芳香成分（使用する臭覚刺激物に対応
した、主成分となる芳香成分）の種類とは、一致していなくてもよい。例えば、芳香分子
が第１分類、第２分類、第３分類、第４分類に分類可能な状況下、第１分類に係る芳香成
分を主成分とする臭覚刺激物と、第２分類に係る芳香成分を主成分とする臭覚刺激物の、
２つのみを用いた方法であってもよいし、第１分類と第２分類を同じ分類とすると共に第
３分類と第４分類を同じ分類とする分類（即ち、芳香分子の帯電状態の正負のみに着目す
る分類）であったり、第１分類と第４分類を同じ分類とすると共に第２分類と第３分類を
同じ分類とする分類（即ち、芳香分子の極性のみに着目する分類）であったりしてもよい
。
【００３１】
　本形態に係る生体情報生成方法は、（第一ステップ）嗅覚刺激物を構成し得る芳香成分
を、芳香分子からなる群として、当該芳香成分に含まれる芳香分子の極性の高低及び当該
成分の帯電状態に応じて第１分類ないし第４分類に分類し；（第二ステップ）第１分類な
いし第４分類の夫々と、当該夫々に分類された芳香成分が生体状態へ与える一又は複数の
作用と、を対応付け；（第三ステップ）第１分類に分類された芳香成分を主成分とする第
１嗅覚刺激物ないし第４分類に分類された芳香成分を主成分とする第４嗅覚刺激物を２つ
ずつ含む８種類の嗅覚刺激物を対象として、当該８種類の嗅覚刺激物の夫々について被験
者に与える嗅覚刺激に対する不快度数の判定付けを行い；（第四ステップ）第三ステップ
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の判定付けにおける不快度数が相対的に高い種類の嗅覚刺激物においては、当該種類の嗅
覚刺激物における主成分に係る分類と、当該分類に対応付けられた前記一又は複数の作用
と、の相関係数を相対的に高く割り当て；（第五ステップ）第１分類ないし第４分類の夫
々に対して、前記相関係数に基づく被験者の生体状態を図示するための図形情報を生成す
る；というステップを含む。以下、各ステップ及び本形態に係る生体情報の診断方法につ
いて詳述する。
【００３２】
＜第一ステップ＞
　まず、第一ステップにおいては、嗅覚刺激物を構成し得る芳香成分について、構成する
芳香分子の極性の高低並びに当該芳香分子の帯電状態に応じて第１分類ないし第４分類に
分類する。具体的には、上記理論の通り、芳香成分を芳香分子からなる群として、第１分
類、第２分類、第３分類及び第４分類に分類する。
【００３３】
＜第二ステップ＞
　次に、第二ステップにおいては、上記第１分類ないし第４分類の夫々と、当該夫々に分
類された芳香成分が生体状態へ与える一又は複数の作用と、を対応付ける。具体的には、
上記理論のように、第１分類に係る芳香成分は、神経バランス回復作用を有し；第２分類
に係る芳香成分は、消化促進作用を有し；第３分類に係る芳香成分は、神経強壮作用を有
し；第４分類に係る芳香成分は、鬱滞除去作用を有する；等とする。
【００３４】
＜第三ステップ＞
　次に、第三ステップにおいては、第１分類に係る芳香成分（前述の通り、第１分類に係
る芳香成分とは、嗅覚刺激物中の第１分類に係る芳香分子からなる群である）を主成分と
する第１嗅覚刺激物ないし第４分類に分類された芳香成分を主成分とする第４嗅覚刺激物
を夫々２つずつ含む、８種類の嗅覚刺激物を対象として、当該８種類の嗅覚刺激物の夫々
について、被験者に与える嗅覚刺激に対する不快度数の判定付けを行う。
【００３５】
　具体的には、第三ステップにおける第一工程として、第１分類に分類される芳香成分を
匂いの主成分とする嗅覚刺激物Ａ及びＢ、第２分類に分類される芳香成分を匂いの主成分
とする嗅覚刺激物Ｃ及びＤ、第３分類に分類される芳香成分を匂いの主成分とする嗅覚刺
激物Ｅ及びＦ、並びに、第４分類に分類される芳香成分を匂いの主成分とする嗅覚刺激物
Ｇ及びＨの、８種類の嗅覚刺激物を用意する。
【００３６】
　次に、第三ステップにおける第二工程として、被験者が嗅覚刺激物Ａ～Ｈのうちいずれ
か１つの匂いを嗅ぐ。ここで、本形態では、嗅覚刺激物Ａの匂いを最初に嗅いだものとす
る。
【００３７】
　次に、第三ステップにおける第三工程として、嗅覚刺激物Ａ～Ｈのうち、はじめに嗅い
だ嗅覚刺激物（嗅覚刺激物Ａ）とは異なる嗅覚刺激物の匂いを嗅いで、どちらが不快な匂
いであるか判定する。ここでは、嗅覚刺激物Ｂの匂いを嗅ぎ、嗅覚刺激物Ａの方が不快で
あったとする。
【００３８】
　次に、第三ステップにおける第四工程として、第三ステップにおける第二工程の行為を
繰り返し実行し、嗅覚刺激物Ａ～Ｈの匂いを心地よいと感じる（即ち、不快ではない）順
に並べ、その順位情報を記憶する。ここでは、嗅覚刺激物の心地よいと感じる順は、Ｈ、
Ｇ、Ｆ、Ｅ、Ｄ、Ｃ、Ｂ、Ａであったとする（即ち、最も不快なものはＡであり、最も心
地よいものはＨであった）。
【００３９】
　尚、本形態においては、嗅覚刺激物を８種類とし、各分類（第１分類、第２分類、第３
分類、第４分類）の夫々に係る芳香成分を主成分とする２種類ずつの嗅覚刺激物が設定さ
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れている。このような場合、各分類に係る芳香成分を主成分とする臭覚刺激物を１種類ず
つ（合計４種類の嗅覚刺激物）とした場合などに比べて、安定したデータが導出されるこ
ととなる（即ち、各分類に係る芳香成分を複数種類用いた場合、一時的な誤差が生じ難く
なる）。尚、各分類に係る芳香成分を３種類ずつ（またはそれ以上の種類）などとするこ
とにより、より安定したデータが導出されるが、試行回数が増加するため診断における被
験者の負担が大きくなると共に、データの処理が複雑となる。
【００４０】
　尚、匂いの好みは主観的な情報であり、個人によってその程度は異なるため、匂いの好
みに基づいた情報を測定し数値化すること等は困難であるが、本形態においては、匂いの
好みの順番という個々人によって単純に比較される、相対的な情報を用いることにより、
匂いの好みの情報をある程度客観的に測定可能なものとしている。
【００４１】
＜第四ステップ＞
　次に、第四ステップにおいては、第三ステップの判定付けにおける不快度数が相対的に
高い種類の嗅覚刺激物においては、当該種類の嗅覚刺激物における主成分に係る分類と、
当該分類に対応付けられた前記一又は複数の作用と、の相関係数を相対的に高く割り当て
る。
【００４２】
　具体的には、まず、第三ステップにて算出された順位情報に基づいて、第１分類に分類
される芳香成分を主成分とする、嗅覚刺激物Ａ（不快度８位、不快度数８）及び嗅覚刺激
物Ｂ（不快度７位、不快度数７）の順位値（不快度数）を合算し、第１分類に係る不快度
数値（不快度数の合計値）を算出する（ここでは、合計値１５となる）。同様に、第２分
類に分類される芳香成分を主成分とする嗅覚刺激物（嗅覚刺激物Ｃ及び嗅覚刺激物Ｄ）の
順位値を合算し（合計値１１）、第３分類に分類される芳香成分を主成分とする嗅覚刺激
物（嗅覚刺激物Ｅ及び嗅覚刺激物Ｆ）の順位値を合算し（合計値７）、第４分類に分類さ
れる芳香成分を主成分とする嗅覚刺激物（嗅覚刺激物Ｇ及び嗅覚刺激物Ｈ）の順位値を合
算し（合計値３）、夫々の分類に係る不快度数値を算出する。
【００４３】
　尚、本形態の第四ステップにおいては、嗅覚刺激物における主成分となる芳香成分に係
る分類と、当該分類に対応付けられた前記一又は複数の作用と、の相関関係の強弱を示す
ために、分類毎に、分類に係る芳香成分を主成分とする嗅覚刺激物の不快度数の合計値（
不快度数値）を算出している。このように、本例においては、当該不快度数値が高い程、
当該分類に属する芳香分子を良い匂いと感じる場合の作用に関する相関は低いものと判定
される（逆に、当該分類に属する芳香分子を悪い匂いと感じた場合の作用に関する相関が
高いものと判定さる）。他方、当該合計値（不快度数値）が低い程、当該分類に属する芳
香分子を良い匂いと感じる場合の作用に関する相関は高いものと判定される（逆に、当該
分類に属する芳香分子を悪い匂いと感じた場合の作用に関する相関が低いものと判定さる
）。
【００４４】
　尚、本形態においては、嗅覚刺激物の主成分となる芳香成分が属する分類毎に、各嗅覚
刺激物の快不快の判定結果の順位をそのまま合算させ、不快度数値を算出しているが、当
該種類の嗅覚刺激物における主成分に係る分類と、当該分類に対応付けられた前記一又は
複数の作用と、の相関係数が、各芳香分子の快不快の判定結果の順位に応じて相対的に変
化するものであればよく、これには何ら限定されない（即ち、ある芳香成分に係る不快度
数を参照した際に、当該芳香成分と結びつけられた作用が、不快度数に応じて相対的に変
化すればよい）。例えば、本形態においては、前記嗅覚刺激物の順位情報に係る値は、不
快なものを相対的に高い値としている（即ち、不快度における順位そのままの値を参考値
としている）が、不快なものを相対的に低い値としてもよい（即ち、不快度における順位
の逆数等を参考値としてもよい）。
【００４５】
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＜第五ステップ＞
　次に、第五ステップでは、第１分類ないし第４分類の夫々に対して、前記相関係数に基
づく被験者の生体状態を図示するための図形情報を生成する
【００４６】
　具体的には、第一分類に係る前記合計値と、第二分類に係る前記合計値と、第三分類に
係る前記合計値と、第四分類に係る前記合計値とから、グラフ（レーダーチャート）を生
成する。
【００４７】
　本例においては、第一分類に係る合計値（不快度数値）は１５であり、第二分類に係る
合計値は１１であり、第三分類に係る合計値は７であり、第四分類に係る合計値は３であ
ることから、図１のように、第一分類ないしは第四分類が夫々、第１象限～第４象限に該
当するように割り当てられたＸＹ直交座標系（即ち、表１に示されたような座標系）にお
いて、Ｘ軸及びＹ軸を原点中心に４５度回転させたＳＴ直交座標系を設ける。当該ＳＴ直
交座標系において、第１分類に係る第１点として（Ｓ，Ｔ）＝（１５，０）の点をプロッ
トし、同様に、第２分類に係る第２点（０，１１）、第３分類に係る第３点（－７，０）
、第４分類に係る第４点（０，－３）をプロットし、更に当該第１～４点を結び、レーダ
ーチャートを作成する。
【００４８】
　尚、第五ステップにおける生体状態を図示するための図形情報とは、具体的な図形のみ
に限定されず、図形を形成可能な情報（例えば、一又は複数のパラメータと関連付けられ
た複数の数値や座標値等）を示す。また、ここでは、四角形状となるレーダーチャートを
最終的に作成するものとしたが、これはあくまで一例であり、最終的な図形情報としては
、その用途に応じて様々な形態が考えられるものである。一例として、芳香分子の分類数
に応じても形状は変わるものであり、例えば、分類数が３項目である場合には、３角形状
のレーダーチャートが形成され得る等、多角形状の図形情報が形成され得るものである。
尚、このように多角形状の図形情報（例えばレーダーチャート）とすることにより、被験
者の生体状態が視覚的に理解され易くなるが、単に点状（散布図状）、線状、棒グラフ状
、円グラフ状、立体グラフ状等の図形情報であっても何ら問題ない。
【００４９】
　ここで、第５ステップにおいては、前記第四ステップ（第三ステップの判定付けにおけ
る不快度数が相対的に高い種類の嗅覚刺激物においては、当該種類の嗅覚刺激物における
主成分に係る分類と、当該分類に対応付けられた前記一又は複数の作用と、の相関係数を
相対的に高く割り当てるステップ）にて得られる、嗅覚刺激物における主成分に係る分類
と、当該分類に対応付けられた前記一又は複数の作用と、の相関係数を、経時的に導出し
図形情報を生成してもよい。この場合、生態状態に係る情報を経時的に把握することが可
能となるので、被験者の長期的な傾向や、当該長期的な傾向に基づく短期的な生体状態の
変化等を把握することが可能となる。
【００５０】
＜診断方法＞
　当該グラフにおいては、嗅覚刺激物に含まれる芳香成分の主成分が該当する分類（ここ
では、第１分類、第２分類、第３分類、第４分類）に係る不快度数値と、当該分類に対応
づけられた作用とから、ヒトの生体状態の図形が簡易に算出され、当該グラフを一見した
だけで生体状態に係る情報の、おおよその傾向が判断可能となる。
【００５１】
　例えば、分類毎に、不快度数値に係るある閾値（上記分類毎に対応づけられた作用に係
る閾値）を予め設定し、各分類において、不快度数値が当該閾値よりも高いか低いかを判
定していくことで、被験者の生態がどのような状態にあるかを容易に判別することが出来
る。例えば、本形態においては、不快度数値の閾値を平均値（本例では平均値９である）
として、当該閾値に近い程生体状態のバランスがよい（即ち、ある分類に係る不快度数値
が閾値となった場合には、当該分類において最も生体状態のバランスがよい）ものとして
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、当該平均値９より高いか低いかを分類（第１分類、第２分類、第３分類、第４分類）毎
に判定していき、第１分類（神経バランス回復作用に主に係る分類）が、第１閾値９より
高い場合は冷静で落ち着いた状態と捉える事が出来る反面、考えすぎる、悩む傾向にある
とし、第１閾値９より低い場合は神経のバランスを崩しやすい、神経系の疾患を患ったり
落ち着きが無い傾向にあるとし；第２分類（消化促進作用に主に係る分類）が、第２閾値
９より高い場合は食べ過ぎや、消化促進に重要な水分が過多である可能性、そこから冷え
やすいむくみやすい事が考えられ、行動がゆっくりになったり腰が重かったりする傾向に
あるとし、第２閾値９より低い場合は消化器系の働きが悪いことよって傷や風邪などの回
復が遅かったり、胃などの不調からくる肩こりが起こりやすい傾向にあるとし；第３分類
（神経強壮作用にに主に係る分類）が、第３閾値９より高い場合は気が高まっている、や
る気がある、神経が不安定になる傾向にあるとし、第３閾値９より低い場合は、気分が高
揚しにくい、やる気が出ない傾向にあるとし；第４分類（鬱滞除去作用に主に係る分類）
が、第４閾値９より高い場合は代謝が高い事が考えられ、活発で活動的傾向にあるとし、
第４閾値９より低い場合は行動が遅い、体から余分な水分を排出する機能が弱い事が考え
られ、むくみ、慢性疲労、冷え、疲れやすいなどの症状が起こる傾向にある；などと判断
していくことで、被験者の生態状態を把握することが可能である。尚、当該閾値としては
、幅を設けたものであってもよく（例えば、閾値を７～１０等としてもよく）、当該幅の
間に該当する場合には、生体状態のバランスがよい、という判断を行ってもよい。
【００５２】
　尚、上記不快度数値の解釈において、ヒトの症状や傾向には矛盾が生じる（例えば、興
奮しやすく、落ち着きやすいという状態は起こり得る）ため、同時に反対の性質を示す場
合があっても何ら問題ない。
【００５３】
＜用途＞
　本発明の本質は、前述のように、嗅覚刺激物に係る情報を設定した際に、当該嗅覚刺激
物に対する快不快の状態と、の情報に基づくことにより、ヒトの生体状態の概要を簡易に
把握できることを見出したことにある。即ち、本発明によれば、年齢や性別を問わず、簡
易に生体状態に係る生体情報が知ることが出来るため、自己の生体状態を気軽に診断した
り、当該診断結果を参照し自己の体質改善（より広くは、自己のＱＯＬの改善）等を行う
、といったことが可能となる。また、複数の嗅覚刺激物からなるキットと本発明に係る方
法とを用いることで、場所によらずに、簡単に自己の生体状態を把握することが可能とな
る。尚、体質改善（ＱＯＬの改善）等の方法としては、各分類に関して、分類毎に設定さ
れた閾値（上記例においては９）が最もバランスの良い状態と判断し、当該閾値へ近づけ
る（例えば、第１分類に関して、不快度数値が１２である場合、不快度数値を下げる方向
であり、不快度数値が３である場合、不快度数値を上げる方向である。）よう、改善アド
バイス情報（診断者にとって好ましい、食事や運動等の生活態様、薬、アロマ等の情報を
適宜含む情報）を提示する、といったことが考えられる（例えば、第１分類に係る芳香成
分が多く含まれる食材を摂取しないようにすることで、第１分類に係る不快度数値が減少
するものと考えられる）。また、特に不快度数値が高い分類（又は特に不快度数値が低い
分類）のみを、主な診断情報として参照する等とすることも考えらえる。
【００５４】
≪生体情報生成プログラム≫
　次に、本形態に係る生体情報生成プログラムについて説明する。本形態に係る生体情報
生成プログラムは、本形態に係る生体情報生成方法を計算機に実行させるためのプログラ
ムであって、計算機に、４種類の嗅覚刺激物の夫々について被験者に与える嗅覚刺激に対
する不快度数の判定結果を入力するステップ（ステップＩ）と；前記入力された判定結果
における不快度数が相対的に高い種類の嗅覚刺激物においては、当該種類の嗅覚刺激物に
おける主成分に係る分類と、当該分類に対応付けられた前記一又は複数の作用と、の相関
係数を相対的に低く割り当てる又は相対的に高く割り当てるステップ（ステップＩＩ）と
；第１分類ないし第４分類の夫々に対して、前記相関係数に基づく被験者の生体状態を図
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示するための図形情報を生成するステップ（ステップＩＩＩ）と；を実行させるためのプ
ログラムである。
【００５５】
　まず、本プログラムにおいては、前記本形態に係る生体情報生成方法の第一ステップで
行われた、芳香分子の極性の高低及び当該芳香分子の帯電状態に応じて第１分類ないし第
４分類に分類された嗅覚刺激物を構成し得る各芳香分子に係る情報（芳香分子情報）、及
び前記本形態に係る生体情報生成方法の第二ステップで行われた、第１分類ないし第４分
類の夫々と、当該夫々に分類された芳香分子が生体状態へ与える一又は複数の作用との対
応付けに関する情報（作用情報）が、予め記憶領域（例えば、処理装置の記憶領域やネッ
トワークを介して接続されたサーバ）に記憶されている。
【００５６】
　尚、ステップＩの前に、計算機の処理装置は、本プログラムに従い、情報表示手段（例
えば、パソコンのモニターやタブレットの液晶画面）上に、不快順位情報入力フォームを
表示する。
【００５７】
＜ステップＩ＞
　次に、ステップＩで、計算機の処理装置は、本プログラムに従い、入力手段（例えば、
キーボードやマウス、タッチパネル等）によって、不快順位情報入力フォームに入力され
た不快順位情報（各嗅覚刺激物の匂いを、被験者が心地よいと感じた順位に係る情報）を
取得し、一時記憶領域に一時記憶する。
【００５８】
　このように、本ステップＩは、前記本形態に係る生体情報生成方法の、第三ステップに
相当するステップである（詳細に関しては、前述の通りである）。
【００５９】
＜ステップＩＩ＞
　次に、ステップＩＩで、計算機の処理装置は、本プログラムに従い、一時記憶領域内に
一時記憶された不快順位情報に基づき、第１ないし第４分類（第１分類、第２分類、第３
分類、第４分類）毎の、芳香成分に係る不快度数値を導出する。ここで、不快度数値とは
、各嗅覚刺激物の芳香成分（本例では、各嗅覚刺激物は、ある一つの芳香成分を主成分と
している）を参照し、当該芳香成分が属する分類に対して、各嗅覚刺激物の不快順位に対
応付けられた数値情報であり、本例においては、当該分類に係る芳香分子の不快度が高い
程相対的に高くなり、当該分類に係る芳香分子の不快度が低い程相対的に低くなる値であ
る｛不心地よいと感じる順に低い点つけられている（不快である順に高い点がつけられて
いる）｝。
【００６０】
　このように、本ステップＩＩは、前記本形態に係る生体情報生成方法の、第四ステップ
に相当するステップである（詳細に関しては、前述の通りである）。
【００６１】
＜ステップＩＩＩ＞
　次に、ステップＩＩＩで、計算機の処理装置は、本プログラムに従い、第２ステップに
て導出した不快度数値に基づいて図形情報画像を生成し、情報表示手段上に表示する。
【００６２】
　このように、本ステップＩＩＩは、前記本形態に係る生体情報生成方法の、第五ステッ
プに相当するステップである（詳細に関しては、前述の通りである）。
【００６３】
＜生体情報生成プログラムを用いたビジネスモデル＞
　本発明に係るプログラムを用いることで、インターネット上にて本発明に係る方法を利
用可能としたり、更には、被験者の生体状態の図形情報（診断結果）を参照し、当該被験
者の体質を改善するための商品等の紹介に用いる、といった利用方法（ビジネスモデル）
も考えられる。次に、本発明に係る生体情報生成プログラムを用いたビジネスモデルの例
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（第１形態及び第２形態）を示す。尚、ここでは、第１形態として、特定の装置にて本発
明に係る全てのプログラムが処理される形態を示し、次に第２形態として、特定の装置内
にて本発明に係る一部のプログラムが処理され、本発明に係る別のプログラムはｗｅｂサ
ーバー上にて処理される形態を示す。
【００６４】
（第１形態）
　まず、図３のブロック図を参照しながら、第１形態に係る端末Ｔ１０の機能について説
明する。はじめに、端末Ｔ１０は、プログラム処理実行部として機能する中央制御装置Ｔ
１１００と、順位情報を入力するための情報入力手段Ｔ１１５０と、不快度数値に基づき
生成された図形情報を表示するための図形情報表示手段Ｔ１１６０と、から構成されてい
る。また、中央制御装置Ｔ１１００は、順位情報に基づき不快度数値を算出する相関係数
割当手段Ｔ１１１０と、不快度数値に基づき図形情報を生成する図形情報生成手段Ｔ１１
２０と、嗅覚刺激物の種類や各嗅覚刺激物を構成する主成分となる芳香成分に係る情報や
、芳香成分の分類に対応付けられた作用に係る情報が、予備情報として情報記憶手段Ｔ１
１３０に予め記憶されている情報記憶手段Ｔ１１３０と、各分類に対応した不快度数値に
基づいておすすめ商品に係る情報を導出するおすすめ商品導出手段Ｔ１１４０と、を更に
有する。
【００６５】
　次に、図４は、本発明に係る生体情報生成プログラムを用いて、診断結果に基づいて、
体質改善等に利用可能なおすすめ商品の情報を提供するための具体的なフローチャートで
ある。
【００６６】
　まず、ステップ１１－１で、中央制御装置Ｔ１１００は、表示画面（例えば、ディスプ
レイやタッチパネル）に、順位情報入力フォームを表示する。次に、ステップ１１－２で
、外部から情報を入力可能な情報入力手段Ｔ１１５０によって、中制御装置Ｔ１１００に
順位情報が入力される。次に、ステップ１１－３で、相関係数割当手段Ｔ１１１０は、順
位情報及び情報記憶手段Ｔ１１３０に予め記憶された予備情報に基づき不快度数値を算出
する。次に、図形情報生成手段Ｔ１１２０は、ステップ１１－４で、不快度数値及び情報
記憶手段Ｔ１１３０に予め記憶された予備情報に基づき図形情報及び診断結果を生成する
。次に、ステップ１００で、おすすめ商品導出手段Ｔ１１４０は、後述するおすすめ商品
導出処理を実行する。次に、ステップ１１－５で、中制御装置Ｔ１１００の外部に情報を
出力可能な図形情報表示手段Ｔ１１６０は、表示画面に、図形情報、診断結果及びおすす
め商品に係る情報を表示する。
【００６７】
　尚、本形態においては、図形情報表示手段としてディスプレイが設けられた装置を用い
て、情報入力フォームと、最終的な図形情報とが、同じ表示画面に表示されるものとした
が、これらは別の表示画面に表示されるものであってもよい。
【００６８】
　また、本形態は、診断結果を踏まえたおすすめ商品に係る情報を提示するためのモデル
としているが、これには限定されず、その他のおすすめ情報｛例えば、上記改善アドバイ
ス情報（食事、運動等の好ましい生活態様や、好ましい薬、好ましいアロマ等、診断者の
ＱＯＬを改善するために好ましい様々な情報））｝を提示するものとしてもよい。
【００６９】
　次に、図５は、図４におけるステップ１００に係るおすすめ商品導出処理のフローチャ
ートである。まず、ステップ１０２で、おすすめ商品導出手段Ｔ１１４０は、第１分類に
係る不快度数値が第１閾値よりも大きい値であるか否かを判定する。ステップ１０２でＹ
ｅｓの場合、ステップ１０４で、おすすめ商品導出手段Ｔ１１４０は、おすすめ商品とし
て、第１分類に係る不快度数値を減少させる効果のある商品を選択し、ステップ１１２に
移行する。他方、ステップ１０２でＮｏ場合には、ステップ１０６で、おすすめ商品導出
手段Ｔ１１４０は、第１分類に係る不快度数値が第１閾値よりも小さい値であるか否かを
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判定する。ステップ１０６でＹｅｓの場合、ステップ１０８で、おすすめ商品導出手段Ｔ
１１４０は、おすすめ商品として、第１分類に係る不快度数値を増加させる効果のある商
品を選択し、ステップ１１２に移行する。他方、ステップ１０６でＮｏの場合、換言する
と、第１分類に係る不快度数値が閾値と同値である場合、ステップ１１０で、おすすめ商
品導出手段Ｔ１１４０は、第１分類に係る生体状態が正常と判断し、おすすめ商品を選択
せず、ステップ１１２に移行する。尚、ステップ１０２～ステップ１１０までが、第１分
類に係る商品導出処理である。
【００７０】
　次に、ステップ１１２で、おすすめ商品導出手段Ｔ１１４０は、第２分類に係る不快度
数値が第２閾値よりも大きい値であるか否かを判定する。ステップ１１２でＹｅｓの場合
、ステップ１１４で、おすすめ商品導出手段Ｔ１１４０は、おすすめ商品として、第２分
類に係る不快度数値を減少させる効果のある商品を選択し、ステップ１２２に移行する。
他方、ステップ１１２でＮｏ場合には、ステップ１１６で、おすすめ商品導出手段Ｔ１１
４０は、第２分類に係る不快度数値が第２閾値よりも小さい値であるか否かを判定する。
ステップ１１６でＹｅｓの場合、ステップ１１８で、おすすめ商品導出手段Ｔ１１４０は
、おすすめ商品として、第２分類に係る不快度数値を増加させる効果のある商品を選択し
、ステップ１２２に移行する。他方、ステップ１１６でＮｏの場合、換言すると、第２分
類に係る不快度数値が閾値と同値である場合、ステップ１２０で、おすすめ商品導出手段
Ｔ１１４０は、第２分類に係る生体状態が正常と判断し、おすすめ商品を選択せず、ステ
ップ１２２に移行する。尚、ステップ１１２～ステップ１２０までが、第２分類に係る商
品導出処理である。
【００７１】
　次に、ステップ１２２で、おすすめ商品導出手段Ｔ１１４０は、第３分類に係る不快度
数値が第３閾値よりも大きい値であるか否かを判定する。ステップ１２２でＹｅｓの場合
、ステップ１２４で、おすすめ商品導出手段Ｔ１１４０は、おすすめ商品として、第３分
類に係る不快度数値を減少させる効果のある商品を選択し、ステップ１３２に移行する。
他方、ステップ１２２でＮｏ場合には、ステップ１２６で、おすすめ商品導出手段Ｔ１１
４０は、第３分類に係る不快度数値が第３閾値よりも小さい値であるか否かを判定する。
ステップ１２６でＹｅｓの場合、ステップ１２８で、おすすめ商品導出手段Ｔ１１４０は
、おすすめ商品として、第３分類に係る不快度数値を増加させる効果のある商品を選択し
、ステップ１３２に移行する。他方、ステップ１２６でＮｏの場合、換言すると、第３分
類に係る不快度数値が閾値と同値である場合、ステップ１３０で、おすすめ商品導出手段
Ｔ１１４０は、第３分類に係る生体状態が正常と判断し、おすすめ商品を選択せず、ステ
ップ１３２に移行する。尚、ステップ１２２～ステップ１３０までが、第３分類に係る商
品導出処理である。
【００７２】
　次に、ステップ１３２で、おすすめ商品導出手段Ｔ１１４０は、第４分類に係る不快度
数値が第４閾値よりも大きい値であるか否かを判定する。ステップ１３２でＹｅｓの場合
、ステップ１３４で、おすすめ商品導出手段Ｔ１１４０は、おすすめ商品として、第４分
類に係る不快度数値を減少させる効果のある商品を選択し、次の処理（ステップ４－５の
処理）に移行する。他方、ステップ１３２でＮｏ場合には、ステップ１３６で、おすすめ
商品導出手段Ｔ１１４０は、第４分類に係る不快度数値が第４閾値よりも小さい値である
か否かを判定する。ステップ１３６でＹｅｓの場合、ステップ１３８で、おすすめ商品導
出手段Ｔ１１４０は、おすすめ商品として、第４分類に係る不快度数値を増加させる効果
のある商品を選択し、次の処理（ステップ４－５の処理）に移行する。他方、ステップ１
３６でＮｏの場合、換言すると、第４分類に係る不快度数値が閾値と同値である場合、ス
テップ１４０で、おすすめ商品導出手段Ｔ１１４０は、第４分類に係る生体状態が正常と
判断し、おすすめ商品を選択せず、次の処理（ステップ４－５の処理）に移行する。尚、
ステップ１３２～ステップ１４０までが、第４分類に係る商品導出処理である。
【００７３】
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　本形態においては、情報記憶手段Ｔ１１３０は、ステップ１１－４及びステップ１００
等で生成された図形情報、診断結果及びおすすめ商品に係る情報を、複数回にわたり情報
を蓄積してもよい。この場合、本形態に係る端末Ｔ１０は、更に、蓄積された当該情報に
基づいて、様々な処理（例えば、長期に渡る生体状態の傾向を診断したり、前回導出され
たおすすめ商品をお気に入りとして、当該おすすめ商品を再度表示しやすくするような処
理等、蓄積された情報を有利に利用可能な処理）を行うものであってもよい。
【００７４】
（第２形態）
　次に、図６～８を参照して、第２形態に係る生体情報生成プログラムに関して説明する
。
【００７５】
　本形態においては、ｗｅｂサーバに、嗅覚刺激物の種類や各嗅覚刺激物を構成する主成
分となる芳香成分に係る情報や、芳香成分の分類に対応付けられた作用に係る情報が、予
備情報として情報記憶手段Ｖ１１５０に予め記憶されている。
【００７６】
　まず、図６は、本発明に係る生体情報生成プログラムを用いて、診断結果に基づいて、
体質改善等に利用可能なおすすめ商品の情報を提供するための具体的なシステムフローで
ある。はじめに、通信端末Ｔ１００の処理を実行する。まず、ステップ１－１で、診断者
は通信端末Ｔ１００を操作して診断者用ＵＲＬにアクセスする。次に、ステップ１－２で
、リクエスト信号送信制御手段Ｔ２１４０は、順位情報入力フォーム要求を、ｗｅｂサー
バＶ１００側に送信する。
【００７７】
　次に、ｗｅｂサーバＶ１００の処理を実行する。まず、ステップ２－１で、リクエスト
信号受信制御手段Ｖ１１１０は、通信端末Ｔ１００から送信されたログイン情報入力フォ
ーム要求を受信する。次に、ステップ２－２で、中央制御装置Ｖ１１００は、順位情報入
力フォーム（順位情報に係る各項目を入力するためのフォーム）を生成する。次に、ステ
ップ２－３で、レスポンス信号送信制御手段Ｖ１１２０は、順位情報入力フォームを、通
信端末Ｔ１００に送信する。
【００７８】
　次に、通信端末Ｔ１００の処理を実行する。まず、ステップ３－１で、レスポンス信号
受信制御手段Ｔ２１５０は、ｗｅｂサーバＶ１００から送信された順位情報入力フォーム
を受信する。次に、ステップ３－２で、中央制御装置Ｔ２１００は、表示画面に、順位情
報入力フォームを表示する。次に、ステップ３－３で、通信端末Ｔ１００に、順位情報が
入力される。次に、ステップ３－４で、リクエスト信号送信制御手段Ｔ２１４０は、ｗｅ
ｂサーバＶ１００に、順位情報を送信する。
【００７９】
　次に、ｗｅｂサーバＶ１００の処理を実行する。まず、ステップ４－１で、リクエスト
信号受信制御手段Ｖ１１１０は、通信端末Ｔ１００から送信された順位情報を受信する。
次に、ステップ４－２で、相関係数割当手段Ｖ１１３０は、順位情報及び情報記憶手段Ｖ
１１５０に予め記憶された予備情報に基づき、不快度数値を算出する。次に、ステップ４
－３で、図形情報生成手段Ｖ１１４０は、不快度数値に基づき、生体状態に係る図形情報
及び生体状態に係る診断結果を生成する。次に、ステップ１００で、おすすめ商品導出手
段Ｖ１１６０は、おすすめ商品導出処理を実行する。尚、当該おすすめ商品導出処理は第
１形態と同様の処理であるため説明は省略する。次に、ステップ４－５で、レスポンス信
号送信制御手段Ｖ１１２０は、図形情報、診断結果及び導出したおすすめ商品を、通信端
末Ｔ１００に送信する。
【００８０】
　次に、通信端末Ｔ１００の処理を実行する。まず、ステップ５－１で、レスポンス信号
受信制御手段Ｔ２１５０は、ｗｅｂサーバＶ１００から送信された、図形情報、診断結果
及びおすすめ商品を受信する。次に、ステップ５－２で、図形情報表示手段Ｔ２１２０は
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、表示画面に、図形情報、診断結果及びおすすめ商品を表示する。
【実施例】
【００８１】
≪実施条件≫
＜材料＞
　精油Ａ～Ｈを用意した。尚、下記の通り、精油Ａ～Ｈは各々、主成分となる芳香成分の
、極性・無極性に係る情報と、プラス状態・マイナス状態に係る情報とで、４つのパラメ
ータ（第１分類、第２分類、第３分類、第４分類）の何れかに分類される。
（第１分類に属する精油Ｅ）
クラリセージ（Salvia sclarea　花房と茎葉）から蒸留した精油、エステル類の酢酸リナ
リルを芳香の主成分とする試料
（第１分類に属する精油Ｆ）
カモマイル・ローマン（Chamaemelum nobile　花）から蒸留した精油、エステル類のアン
ゲリカ酸イソブチルを芳香の主成分とする試料
（第２分類に属する精油Ｇ）
レモングラス（Cymbopogon citratus　全草）から蒸留した精油、テルペン系アルデヒド
類のシトラール（ゲラニアール、ネラール）を芳香の主成分とする試料
（第２分類に属する精油Ｈ）
ユーカリ・レモン（Eucalyptus citriodora　葉）から蒸留した精油、テルペン系アルデ
ヒド類のシトロネラールを芳香の主成分とする試料
（第３分類に属する精油Ｃ）
ローズウッド（Aniba rosaeodora　木部）から蒸留した精油、モノテルペンアルコール類
のリナロールを芳香の主成分とする試料
（第３分類に属する精油Ｄ）
パルマローザ（Cymbopogon maritini　全草）から蒸留した精油、モノテルペンアルコー
ル類のゲラニオールを芳香の主成分とする試料
（第４分類に属する精油Ａ）
ラヴィンツァラ（Cinnamomum camphora　葉付き小枝）から蒸留した精油、オキサイド類
の1,8シネオールを芳香の主成分とする試料
（第４分類に属する精油Ｂ）
アカマツ・ヨーロッパ（Pinus sylvestris　針葉）から蒸留した精油、モノテルペン炭化
水素類のα-ピネンを芳香の主成分とする試料
＜被験者＞
（年齢）
３０代
（性別）
女性
【００８２】
≪グラフ生成方法≫
＜生体状態グラフ＞
　特定時点での生体状態グラフの生成方法の第一ステップとして、精油Ａ～Ｈが被験者に
与える快不快の判定結果と、当該判定結果に基づいた嗅覚刺激物の順位情報を入力し、当
該順位情報を記憶する。
【００８３】
　具体的には、まず、第一ステップとして、精油Ａ～Ｈの匂いに関する快不快度に係る順
位情報を得る。具体的には、先ず、被験者が精油Ａの匂いを嗅ぐ。次に、精油Ｂの匂いを
嗅いで、精油Ａと精油Ｂの快不快の度合いを比較する。同様に、精油Ａ～Ｈの全ての匂い
を嗅いで、精油Ａ～Ｈを快不快の度合いで順位付けする。本例においては、匂いが心地よ
いと感じた順番が、Ｃ、Ｄ、Ａ、Ｅ、Ｇ、Ｆ、Ｈ、Ｂであった（表３）。次に、このよう
な、精油と該当する快不快の順位の情報（表３に係る情報）をパソコンの入力フォームに
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入力する。
【００８４】
【表３】

【００８５】
　次に、第二ステップとして、パソコン内にて生態状態グラフを生成するための各分類毎
の具体値（不快度数及び不快度数値）を算出する。具体的には、本例では、匂いが心地よ
いと感じた順位が低い（即ち、不快である）程、高い得点が与えられる（不快度数が高い
）ものとして、順位（匂いが心地よいと感じた順位）が１位である精油Ｃに関して、精油
Ｃが属する第３分類に係る不快度数に１点を与え、順位が８位である精油Ｂに関して、精
油Ｂが属する第４分類に係る不快度数に８点を与える。このように、各精油が属する分類
（第１分類、第２分類、第３分類、第４分類）に係る不快度数に対して、精油に与えられ
た順位に応じた点数を与え、表４のように各分類に係る不快度数値を算出する。
【００８６】
【表４】

【００８７】
　次に、第三ステップとして、第二ステップで得られた各分類に係る不快度数をグラフ化
する。グラフ化においては、芳香分子の極性・無極性に係る情報をＸ軸、芳香分子の帯電
状態に係る情報をＹ軸としたＸＹ直交座標系において、ＸＹ直交座標系の軸から原点に対
して４５度回転させた軸を有するＳＴ直交座標系を設定した。ここで、当該ＳＴ直交座標
系において、第１分類及び第３分類に係る不快度数値はＳ軸上に、第４分類及び第２分類
に係る不快度数値はＴ軸上に、夫々プロットを行う。具体的には、ＸＹ直交座標系におけ
る各象限に存在するＳＴ直交座標系の軸上に、原点からの距離が各分類に係る不快度数値
となるように各パラメータに係る点をプロットし、当該点を結ぶことでグラフ化を行った
（図９）。
【００８８】
＜生体状態の経時変化グラフ＞
　次に、生体状態の経時変化グラフとして、１１月１８日午後～１２月１０日午前にわた
り、各分類（第１分類、第２分類、第３分類、第４分類）に係る不快度数値を上記第二ス
テップと同様の方法で算出し、横軸を経時日数、縦軸を不快度数値として、被験者の生体
状態に係る経時変化をグラフ化した（図１０）。図中、一重線が第１分類、二重線が第２
分類、一点鎖線が第３分類、破線が第４分類である。尚、当該図１０における１日目にお
けるデータが、上記図９に対応する。
【００８９】
＜評価＞
　次に、上記グラフ生成方法によって生成された生体状態グラフを用いて、被験者の生体
状態を診断した。本例においては、各分類（第１分類、第２分類、第３分類、第４分類）
の平均計算値（平均不快度数値）が９となり、各パラメータが平均計算値の９からどの程
度離れているかで、例えば被験者の生体状態が下記のように判断される（即ち、当該平均
計算値９を閾値とする）。
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（第１分類）
９より下の場合：忘れやすい、落ち着きのない傾向にある
９より上の場合：悩みやすい、落ち込みやすい傾向にある
（第２分類）
９より下の場合：疲労の回復が遅い傾向にある
９より上の場合：むくみやすい、慢性疲労になりやすい傾向にある
（第３分類）
９より下の場合：気分が高揚しにくい傾向にある
９より上の場合：気分が高揚しやすい傾向にある
（第４分類）
９より下の場合：行動が遅い、代謝が低い傾向にある
９より上の場合：活動的で活発だが体が凝りやすい傾向にある
【００９０】
　図９より、第２分類に係るパラメータが平均計算値より高く、第３分類に係るパラメー
タが平均計算値より非常に低くなっている。従って、当該図９より、被験者の生体状態と
しては、疲れやすく、体がこりやすく、気分が上がらず忘れっぽくなっている、といった
ことが読み取れる。
　ここで、被験者にヒアリングを行ったところ、年中肩こりで悩んでいて、疲れもとれず
、考えすぎて眠れない日が続いているとの事であった。このように、上記グラフから読み
取れる被験者の生体状態の傾向と、実際の被験者の生体状態とに、高い相関がみられるこ
とがわかった。
【００９１】
　また、生態状態の経時変化（図１０）に関してヒアリングを行ったところ、被験者は、
実験開始後３日目の１１月２０日に関しては、会社を休んだ事が判明している。また、１
２月７日の会社は定休日であった。更に、１１月２５日から１１月２８日に関しては、上
司が出張で会社にいなかった事が判明している。これらは、心因的なストレスがないため
、各分類が閾値に近い値となり、生体状態のバランスがある程度整った（望ましい状態に
ある）ものと推定される。対して、１１月３０日は生体状態のバランスが崩れているが、
当日は休日出勤を行っていた。以上より、会社に行かない又は上司と顔を合せない日は、
被験者の心身が健康となる傾向が読み取れた。また上司に対して神経を使う傾向が、会社
を休んだ日や上司と顔を合せない日以外の軸に偏りがある事と一致する。
【要約】
【課題】　匂いに対するヒトの応答を利用して、簡易に生体状態に係る情報を取得するこ
とが可能な、生体情報生成方法、生体情報生成プログラム及び生体情報生成装置の提供。
【解決手段】　嗅覚刺激物を用いて被験者の生体状態を診断するための図形情報を生成す
る方法であって、芳香分子が極性の高低及び帯電状態に応じて分類された状況下、嗅覚刺
激物を構成し得る各芳香成分をＮ種類の分類に分類するステップと、各分類毎の芳香成分
とその作用とを対応付けるステップと、Ｎ種類の嗅覚刺激物の夫々について、被験者に与
える嗅覚刺激に対する不快度数の判定付けを行うステップと、Ｎ種類の嗅覚刺激物におけ
る主成分に係る分類と当該分類に対応付けられた作用との相関係数を割り当てるステップ
と、各分類の夫々に対して、被験者の生体状態を図示するための図形情報を生成するステ
ップと、を含む、生体情報生成方法。
【選択図】　図１
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【図５】 【図６】

【図７】

【図８】 【図９】
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